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 件 数 死 者 傷 者 

本 年 ４,８０４ ５８ ６,２３８ 

前 年 ５,３３０ ５１ ６,９１１ 

増 減 -５２６ ＋７ -６７３ 

増減率 -９．９  １３．７ -９．７ 

 

 件 数 死 者 傷 者 

本 年 １,２３７ ２８ ８０４ 

前 年 １,３１４ ３３ ８４４ 

増 減 -７７ -５ -４０ 

増減率 -５．９ -１５．２ -４．７ 

 

第１１号 

2015 年 

１１月３０日 

〈高齢者の事故〉 
※高齢者…65 歳以上をいう 

高齢者の事故は減少していますが、増減率を見ると、件数、傷者は減少率が低く、まだま

だ油断はできません。また、全国的に死亡事故が減少する中、滋賀県では死者が増加して

おり、増加率も高くなっています。年末に向けて死亡事故ゼロを目指しましょう。 

過去５年間における１６～１８時台に発生した交通事故による死傷者数の合計は

１２，０８０人で、そのうち高齢弱者（６５歳以上の歩行者・自転車）の死傷者は４６０

人でした。 

高齢弱者の死傷者数を月別に見ると、１０月から年末に向けて右肩上がりに増加する

傾向にあり、特に１１月と１２月の２ヶ月で年間の３割以上（３０．２％）を占めています。 

月別の全死傷者と比較してもその多さは明らかです。 

１２月は一番多く

なっています！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業所内に掲示するなど、多くの方々にご覧いただけるようご協力ください。 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

車の運転者は、日没時間より早めにライトを点灯し、安全

確認をしっかりと行い、歩行者や自転車を見落とさないよう

にしましょう。 

前照灯は上向き（ハイビーム）を基本に、対向車や先行車

があるときなどは、下向きに切り替えましょう。 

忘年会シーズンですが、仲間同士で飲食店に行って飲酒

する場合、タクシーの利用や、飲まない人を決めて自宅に送

り届ける「ハンドルキーパー運動」を実践しましょう。 

また、翌朝に運転する人は、飲酒量を減らす、時間を決め

て飲むなど工夫して、二日酔いの飲酒運転をしないようにし

ましょう。 

車に乗ったらまずシートベルトの着用、６歳未満の子供に

は体格に合って正しく設置されたチャイルドシートの使用を

徹底しましょう。 

ちょっと近くまで運転する時、他人の車やタクシーに乗る

時も忘れないようにしましょう。 

また、帰省先やレンタカー使用時でも、チャイルドシートを

借りるなどして、子供の安全を考えましょう。 

飲酒運転「しない・させない・許さない」 

飲酒運転を容認、助長する行為も処罰の対象となります！ 


